
 

（様式２） 

教育委員会（議案･報告）第１５号 

（所 管）学校教育部 人権教育課 

件  名 堺市人権教育推進方針の策定について 

提 案 理 由 

 平成12年に策定した「堺市人権教育基本方針」及び「堺市人権教育推進プラ

ン」を整理統合し、今後の市立学校園における人権教育の取組の方向性を示す

ため、「堺市人権教育推進方針」の策定について、上程するものである。 

議案（報告）の 

概要又は要旨 

 令和3年2月8日の教育委員会定例会において教育長報告として上程した「堺市

人権教育推進方針（案）」について、パブリックコメントによる意見等をふま

え、最終案を策定した。 

 

■推進方針の内容 

 １．はじめに 

 ２．学校園における人権教育の現状 

 ３．人権教育推進の基本的な考え方 

  （１）人権及び人権課題について正しく理解する教育 

  （２）人権が尊重された教育環境 

  （３）すべての教育活動における人権教育の推進 

 ４．各人権課題に対する人権教育の取組 

 ５．学校園における人権教育の推進に向けて 

  （１）人権教育推進体制の整備 

  （２）人権教育年間計画の策定 

  （３）教職員研修の充実 

    （ア）人権及び人権課題について理解する研修 

    （イ）人権が尊重された教育に関する研修 

  （４）学校・家庭・地域社会との連携 

 ６．めざすべき人権教育の方向 

 

備 考 

■公表及び周知の方法 

 市ホームページで公開するとともに、市政情報センター、区役所市政情報コ

ーナー、図書館に配架する。 



 

議決後必要と 

なる取組 

この案件の教育委員会議決後は、 

□ 上記案により、公布する。 

□ 令和  年 第  回市議会（定例会・臨時会）に提出する議案につい

ては、異議がないものとして回答する。 

■ その他（上記備考のとおり、公表する。） 



 

議案第１５号                              

 

 

 

 

 

堺市人権教育推進方針の策定について 

 

 

 

堺市人権教育推進方針について、次のとおり策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ３ 年  ５月１７日 

堺 市 教 育 委 員 会 

教 育 長  日 渡   円 

 





































参 考 

堺市人権教育推進方針(案)修正内容について 
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修正箇所 ページ 修正前 修正後 

 

１ はじめに 

   20 行～21 行 
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しかし、今日においても、私たちが住むこの社会

は、差別やいじめ、暴力など、人権を脅かす問題が

後を絶たない。 

 これまでさまざまな取組に努めてきたが、今日に

おいても、私たちが住むこの社会は、差別やいじめ、

暴力など、人権を脅かす問題が後を絶たない。 

 

 

 

４ 各人権課題に対する

人権教育の取組 

 

ジェンダー平等教育 
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ジェンダー平等教育 

 

「男女共同参画社会基本法」や「男女雇用機会均

等法」などの法整備がなされ、男女平等社会の実現

に向けた取組がこれまで進められてきた。しかし、

人々の意識や行動、慣行の中には女性に対する差別

や固定的な性別役割分担意識が依然として根強く

残っており、男女共同参画社会の実現を阻む要因と

なっている。 

男女共同参画社会を実現するためには、性別にと

らわれず、それぞれの個性や能力が尊重され、自分

らしい生き方を選択できることが重要である。「堺

市男女平等社会の形成の推進に関する条例」等の趣

旨をふまえ、すべての子どもが性別にとらわれるこ

となく、その能力や個性を尊重した教育を推進し、

男女平等（※注 1）を当然のこととして受け入れ、

自ら行動できるよう、将来の自己形成につながる男

ジェンダー平等教育 

 

「男女共同参画社会基本法」や「男女雇用機会均 

等法」などの法整備がなされ、これまで取組が進め

られてきた。しかし、人々の意識や行動、 慣行の

中には女性に対する差別や固定的な性別役割分担

意識が依然として根強く残っており、すべての人が

平等に参画できる社会の実現を阻む要因となって

いる。 

そのような社会を実現するためには、性別にと 

らわれず、それぞれの個性や能力が尊重され、自分

らしい生き方を選択できることが重要である。「堺

市男女平等社会の形成の推進に関する条例」等の趣

旨をふまえ、すべての子どもが性別にとらわれるこ

となく、その能力や個性を尊重した教育を推進し、

ジェンダー平等（※注 1）を当然のこととして受け

入れ、自ら行動できるよう、将来の自己形成につな
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女平等教育に取組み、固定的な性差観や性別役割分

担意識を払拭できるよう、すべての教育活動につい

て常に点検し、見直していく。 

セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・

バイオレンス（デートＤＶを含む）、サイバー空間

における性に関する情報が社会問題となっており、

これらに対応するため教職員研修の実施や相談窓

口の周知、生徒に対する授業や啓発に取り組んでい

る。また、児童生徒に対する性暴力については、性

暴力の未然防止、発生時の対応、二次被害の防止策

等について、専門的見地から審議するため、「性暴

力防止対策等推進委員会」を設置し、また、性暴力

被害を未然に防止し、適切に対応するため、教職員

研修を実施している。さらに、各学校園に示した「学

校園性暴力防止ガイドライン」に基づき、子どもた

ちを被害者にも加害者にもさせないよう取組を進

める。 

がるジェンダー平等教育に取組み、固定的な性差観

や性別役割分担意識を払拭できるよう、すべての教

育活動について常に点検し、見直していく。 

セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・ 

バイオレンス（デートＤＶを含む）、サイバー空間

における性に関する情報が社会問題となってお

り、これらに対応するため教職員研修の実施や相

談窓口の周知、生徒に対する授業や啓発に取り組

んでいる。また、児童生徒に対する性暴力について

は、性暴力の未然防止、発生時の対応、二次被害の

防止策等について、専門的見地から審議するため、

「性暴力防止対策等推進委員会」を設置し、また、

性暴力被害を未然に防止し、適切に対応するため、

教職員研修を実施している。さらに、各学校園に示

した「学校園性暴力防止ガイドライン」に基づき、

子どもたちを被害者にも加害者にもさせないよう

取組を進める。 

 

※注 1 ジェンダーとは、社会的・文化的に形成さ

れた性別のことである。ジェンダー平等と

は、性差別や暴力、性別による固定的な役割

分担等の要因となっているジェンダーを見

直し、すべての人が性別にかかわりなく個人

としてその尊厳が重んじられ、個性と能力を
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十分に発揮して、あらゆる分野に参画し、責

任を担い、平等に利益を受けることができる

状態をいう。 

 



堺市人権教育推進方針(案)についてのご意見の要旨と本市の考え方 

【パブリックコメントでの意見 9人 9 件】 

1 

 ご意見の要旨 市の考え方 

○方針全体について（７件） 

１ 

 これからも大阪市とは合併せずに、堺市と

して独自性や地域密着を大切にしながら、人

権教育を行ってほしいです。 

本市の人権教育については、本方針に基づき推

進していきます。 

２ 

 学校現場で人権教育を行っていくために

も、すべての小・中学校に通級指導教室を設

置すべきだと思います。 

 通級指導教室については、利用状況等を把握す

るとともに、増設置に向けて、国に対して要望し

ていきます。 

 

 

 

３ 

 

 

百舌鳥支援学校について、上神谷支援学校

と同じような教育環境の整備を行ってから、

人権教育を推進してほしいです。 

 学校の移転は、予算や敷地の確保が必要なだけ

ではなく、用地取得や設計、工事等の長い時間が

必要であり、さまざまな観点から検討する必要が

あります。支援学校在籍者数の増加をふまえ、令

和元年度に市立支援学校の校区改定、百舌鳥支援

学校プレイルームへの空調設置を実施しました。 

 今後も子どもたちが安心し、落ち着いて学習に

取り組むよう教育環境の向上に努めます。 

 

 

 

４ 

各区に特別支援学校を設置して、障がいの

有無に関わらず、地域に根ざした人権教育を

行ってほしいです。 

 

 

 新たな学校設置においては、予算や敷地の確保

が必要なだけではなく、用地取得や設計、工事等

の長い時間が必要であり、さまざまな観点から検

討する必要があります。人権教育については、支

援学校センター的機能や交流及び共同学習を通

して、障害の理解等の取組を進めます。 

 

 

 

５ 

学校での子どもの人権教育の取組につい

て、人権教育プログラムを作成するなどして、

きめ細やかに対応してほしいです。 

 また、生命の安全教育や性生教育にも、し

っかりと取り組んでほしいです。 

 各学校園での人権教育については、教育委員会

が策定する推進方針に基づき、各学校園を取り巻

く状況をふまえ、毎年、人権教育年間計画を策定

し、幼児児童生徒の発達段階に応じて取り組みを

進めています。 

 今後も、あらゆる教育活動を通じて人権教育に

取り組んでいきます。 

６ 

性の自己決定権を尊重するためにも、男女

別制服の見直しを進めてほしいです。 

 すべての人が自分らしく生きることができる

社会の実現をめざして、人権教育を進めてまいり

ます。ご指摘の点、ご意見として承ります。 

７ 

大仙公園の上空に気球を飛ばすプランが進

められていますが、近くには大阪府立堺支援

学校があり、上空から眺められる障害児たち

 すべての人が自分らしく生きることができる

社会の実現をめざして、人権教育を進めてまいり

ます。ご指摘の点、ご意見として承ります。 



 
 

2 
 

 

の人権を考えてください。 

○「４ 各人権課題に対する人権教育の取組」について（２件） 

 

 

８ 

 

ジェンダーは、多様な性を肯定し包括した

概念であると考えています。 

ジェンダー平等の中で、性的指向及び性自

認の人権問題について取り上げるべきだと思

います。 

 ご指摘の点については、理解するところです

が、性的指向及び性自認に関する人権について

は、喫緊の課題として人権教育を推進する必要が

あるため、新たに項目を設けたものであります。 

 

 

 

９ 

P8 の「障害者理解教育」について、子ども

たちが、学校園で障害児と共に学んでくれる

ことが 1 番の近道であるが、次の点も学んで

ほしいと思っています。 

また、先生も一緒に学んでください。 

①もともとある障害の理解と可能性。 

②あなた（学ぶ子どもたち）も、自分事とし

て障害をとらえる必要性。 

 ご意見をいただきました点もふまえ、障害のあ

る子どもとの交流教育をはじめ、教育活動全体を

通して、障害者に対する理解を深める教育を推進

していきます。 

 また、障害者理解教育を推進していくために

は、教員が障害に対する理解を深めていく必要が

ありますので、研修の充実に努めます。 


